
 北上地区消防組合消防本部表彰規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  平成24年３月27日 

 

北上地区消防組合         

管理者 北上市長        

 

北上地区消防組合規則第３号 

 

北上地区消防組合消防本部表彰規則の一部を改正する規則 

 

（別紙のとおり） 

管理者署名 



北上地区消防組合消防本部表彰規則の一部を改正する規則 

 

 北上地区消防組合消防本部表彰規則（平成４年北上地区消防組合規則第３号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（表彰の内申及び時期） 

第４条 消防署長は、第２条に該当するものがあると認めたと

きは、その都度別記様式により、消防長に内申するものとす

る。 

２ ［略］ 

（表彰の内申及び時期） 

第４条  署長は、第２条に該当するものがあると認めたとき

は、その都度別記様式により、消防長に内申するものとす

る。 

２ ［略］ 

（選考） 

第５条 ［略］ 

（選考） 

第５条 ［略］ 

２ 選考委員は、消防次長、総務課長、警防課長及び予防課長

の職にある者をもって充てる。 

 

２ 選考委員は、消防次長、課長及び室長の職にある者をもっ

て充てる。 

別記様式 

平成  年  月  日 

 

 北上地区消防組合 

  消防長          様 

 

所属長名         印 

 

消防業務一般協力者の表彰について（内申） 

 

別記様式 

年  月  日 

 

 北上地区消防組合消防本部 

  消防長          様 

 

消防署長        印 

 

消防業務一般協力者の表彰について（内申） 

 



功 

績 

種 

別 

 ［略］ 

功 

績 

者 

名 

 ［略］ 

功 

績 

内 

容 

 

  
 

功 

績 

種 

別 

 ［略］ 

功 

績 

者 

名 

 ［略］ 

功 

績 

内 

容 

 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成24年４月１日から施行する。 


